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第5巻第4章：猟師鉄砲の地域格差～仙台藩を中心として～
著者：村上一馬
１，刀狩りと農具としての鉄砲
　一五四三年（天文十二）に種子島へ伝来したとされる鉄砲は、一五五一年（天文二十）には全国で三〇万挺も普及していたという伝聞がある（葉山「鉄砲の伝来とその波紋」）。凄い速さで広まったようであるが、それだけ鉄砲の需要が戦国時代に高かったことを物語っている。そして、この新兵器は戦場での武器としてだけでなく、山中での猟具としても間もなく記録されるようになる。
　　一五七三年（天正元）四月、信州諸口の近くの山中で鉄砲の音が　　した。これを聞いた上杉謙信の軍勢は、武田信玄が攻撃してきたのかと恐れおののいた。ところが調べてみると、「狩人」の鉄砲であったので、心配無用ということになった。
（「上杉謙信書状」『歴代古案、一』）
　この記録は、鉄砲が狩人あるいは猟師に使われたことを示すものとしては早い方であろう。この他にも探せば、一六世紀に猟師が鉄砲で狩猟をしていた記録は見出せるであろう（参照、宇田川『鉄砲と戦国合戦』）。
　しかし、泰平の世の中が訪れると、鉄砲は不要な武器として没収されたのであろう、こう想像されてきた。一五八八年（天正十六）に「諸国百姓等かたな・わきさし・ゆみ・やり・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（鉄砲）),てつほう)其外武具のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（類),たく)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(い）),ひ)所持候事、堅くEQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o(\s\up 10(（ちょうじ）),御停止候)」と発令された。これが秀吉の刀狩り令である。この禁令がしっかりと実施されれば、百姓がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(やり),鑓)や鉄砲などの武具を持つことは許されなかったことになる。ところが、歴史の事実はどうも違ったようである。藤木久志氏は、実際にどのような武器が没収されたのかを北陸などの史料をもとに検証した。すると、実際に没収されたのは主に刀であり、鉄砲が没収された形跡がほとんど見当たらない。場合によっては、いったん集めた鑓や鉄砲を返すことさえあった（藤木『豊臣平和令と戦国社会』）。こうして、“刀狩令によって村が完全に武装解除された”という通説を藤木氏は見事に反証して見せた。
　それでは、なぜ戦乱が収まったあとにも、百姓が鉄砲を保持する必要があったのだろうか。この疑問に応えてくれるのが塚本学氏の研究である。江戸時代には各国の村々には広く鉄砲が普及しており、それは農作物を荒らす害獣を防ぐために利用されていた、という（塚本『生類をめぐる政治』）。鉄砲は百姓にとって欠かせない“農具”となっていたわけである。これは東北諸藩の記録を見ても、おおむね当てはまる。江戸時代は野獣のテリトリーを人間が開墾し、先住者たる野獣を追い払う時代でもあった。そして、同時に、かつてのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(すみか),住処)を奪われた猪や鹿などの野獣による反撃が繰り返された時代でもあった。
■仙台藩での害獣対策
  仙台藩において野獣に対応していた痕跡の一部が、今でも「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ししよけ),鹿除)土手」（通称、杉土手）として仙台市内に残る。この鹿除土手は発掘調査によって、全長六．四キロ㍍（太白区山田字杉土手から大念寺山にかけて）、高さ約一．八㍍、幅三．五～六㍍という壮大な規模であったことが明らかになっている（『北前遺跡、第二次発掘調査報告書』）。この土手は一六五六年（明暦二）に建築されたとされる（相原『仙臺郷土研究』）。その後、一八一五年（文化十二）に修復が加えられた可能性があるが、この時代に仙台城下でも害獣対策に取り組む必要があったことがわかる。
　元禄年間（一六八八～一七〇四）にも、領主側が積極的に害獣対策に取り組んできたことを示す記録がある。
　　一六八八年（元禄元）六月に、名取郡EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(もにわ),茂庭)村（現、仙台市太白区）で　　猪鹿が頻繁に来て作物を喰い倒すので、空砲（「空EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐ明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（鉄砲）),鉄炮)」）を打った。しかし、効果が上がらなかったために、「玉入鉄炮」の「御印判」を渡された旗本足軽が一人派遣された。
（『石母田家文書、史料編』）
　同様のケースがこの六月のみで八件報告されており、農作物の被害に対して空砲や実弾によって猪鹿を防除していた。いずれの事例も、領民の側が代官や郡奉行に要望したのちに、害獣駆除の役を負った足軽などが派遣されている。代官が奉行職に伺いをたててから、鉄砲を持った足軽が派遣されるまでに五日ほど要している。実際には、領民が被害を受けてから代官へ届け出るまでの期間も要したであろう。すると、足軽が派遣されたときには、既に手遅れになっていた場合もあったのではなかろうか。
　このように領主側に逐一伺いをたてる対処の仕方では、害獣の被害を十分に防ぎ切れなかったとも思われる。この元禄年間は将軍の綱吉によって、生類憐み政策が実施された時代でもある。この時期の藩の正史（『伊達治家記録』）には「生類憐EQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o(\s\up 10(こころざし),ノ志専)要ニ仕」などの記述が度々登場しており、仙台藩でも害獣への対応はかなり慎重に行われていた。しかし、二一郡の九七〇ヶ村という広大な仙台藩全域の害獣を、領主側がすべて防除することなどは不可能に近かったであろう。そのためか、これ以降の領内の記録は、もっぱら領民の求めに応じて鉄砲の使用を認めるものとなっている。
　時代を経るが、一八二五年（文政八）の「防鉄炮」の証文が宮城郡国分EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ねの),根)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(しろいし),白石)村（現、仙台市泉区）に残されている（『仙台市史、資料編４近世３村落』） 。
　それによると、百姓の吉五郎らが鉄砲一〇挺を自分たちで購入し、田畑を荒らす猪鹿を防ぐための「討方御免」を申請している（この防鉄砲は七年ごとに使用許可が更新されており、一八五三年[嘉永六]まで年号と人名の書き込みがある）。また、この申請者の筆頭である吉五郎は、一八一三年（文化十）に「猟師EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（鉄砲）),鉄炮)改証文」（猟師が鉄砲を所持する上での誓約書）に組頭として連署している。ということは、この一〇挺の防鉄砲は、猟師の鉄砲だけでは防ぎ切れない猪鹿の被害に対処しようとしたものと考えられる。
　この村のように、もともと猟師の鉄砲所持が認められている所であれば、こうした対処も可能であった。だが、領内の「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(おとめ),御留)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(の),野)」とされる禁猟区やそれに隣接する地域では、事態は一層深刻なものであった。それを示すのが次の記録である。
　　近年、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(しおがま),塩竃)村で鹿・猪が増えており、空砲の発射を許可された　　い。塩竃村は御留野であるため猟師がいない。そこで、「焼火」や「なるこ・拍子木」などで防ごうとした。だが、鹿・猪は一向に恐れず、苗代や畑の大豆などまで残らず「さくり取」ってしまう。そこで、鉄砲を七月までの「月切」で拝借したい。
（「塩釜町方留書」『塩竃市史Ⅴ資料編』）
　これは、一七五九年（宝暦九）に塩竃村（現、塩釜市）の肝入を通して代官へ出された願書（控）である。留野では鉄砲の使用が禁じられていたため、こうした村の領民にとって、害獣の被害は深刻なものであったことがわかる。
■八戸藩の害獣対策
　仙台藩より北に位置する八戸藩では、これよりも壮絶な人間と野獣との対決が記録されている。八戸藩では一七四九年（寛延二）に冷害と猪による食害が重なり、飢饉に陥ったとされる（菊池『近世の飢饉』）。具体的な被害記録を見てみよう。
　　七一，八五二人（一七四九年［寛延二］十二月二六日）
　　五二，八九〇人（一七五〇年［寛延三］七月二八日）
　これは宗門人別改の結果を「八戸藩日記」に記載したものだが、八戸藩領内の総人口がわずか半年余りの間に一万八千人以上、全体の二六パーセントも減少している（『八戸市史、史料編』近世五）。この人口減少をもたらしたのが、「猪けかち」と称される飢饉（けがち）であった。ヤマセの被害を免れた僅かな畑作物を、人間が収穫する前に猪が食い荒らしてしまった。そのために大飢饉に陥ったわけである。人間の営みが、猪という害獣の圧力に凌駕されたことを示す事例と言えよう。
　猪による農作物の被害は、この他にも各地で記録されている。一七八八年（天明八）、司馬EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(こうかん),江漢)もEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(とおとうみ),遠江)山地の焼畑地で、老婆から「昼は猿の番を致し、夜はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(しし),猪)を追ひます」と聞いている（『西遊日記』）。農学者の吉田芝渓は「五穀の害をなすものは野猪・鹿・兎なり。開荒の地に…諸獣の害多き所なればEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(その),其)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ふせぎ),防)又肝要なり。少しも疎略なれば数月の心労皆一夜にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(すた),廃)るものなり」と書いている（一七九五年［寛政七］「開荒須知」『日本農書全集、三』）。田畑の実りを確保するためには、猿・猪などの害を防ぐことが重要であることを訴えている。
　八戸藩においても猪などの害獣に対して、いつまでも無力ではなかった。表１は延享から寛政年間（一七四一～一八〇一）の猪と鹿の捕獲（駆除）数を「八戸藩日記」・「八戸藩勘定所日記」から列挙したものである（『八戸市史、史料編』近世五～七）。前半は猪が多く、後半は鹿が多いが、半世紀ほどの間に計一万三千頭あまりの猪と鹿が捕獲（駆除）されている。これを捕獲したのは雇鉄砲という下級武士や猟師・マタギ、そして百姓などであった。一七五三年（宝暦三）には、百姓が猪一頭獲るごとに褒美として銭一貫五〇〇文（「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐ明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ちょうもく),鳥目)百五拾EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐ明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ひきずつ),疋宛)」）を与えている（「八戸藩日記」『同市史』近世五）。記録をみると、まさに官民一体となって総力戦の如くに猪と対決していた光景が浮かんでくる。そして、こうした害獣の捕獲に不可欠であったのが鉄砲であった。このため、八戸藩では猪・鹿の捕獲と平行する形で、猟師あるいはマタギへ続々と鉄砲が貸与されたことが記録されている。
[image: image1.emf]表１

西暦 和暦 記録日条 猪 鹿

1747 延享4年 5月10日 40疋

200疋

246疋

1750 寛延3年 1月26日 32疋

1750 寛延3年 1月28日 33疋

1751 宝暦1年 3月4日 2923疋

1752 宝暦2年 1月24日 117疋

1752 宝暦5年 2月15日 240疋

922疋

33疋

216疋

1768 明和5年 2月12日 512疋 123疋

1773 安永2年 1月29日 3疋 420疋

1773 安永2年 2月1日 148疋 1500疋

1780 安永9年 3月3日 　 1831疋

1780 安永9年 7月12日

1798 寛政10年 2月2日 103疋 1713疋

いずれか1,767疋　計13,122疋

計

1749 寛延2年 12月5日

1764 明和1年 1月24日

猪鹿で30疋

（出典「八戸藩日記」・「八戸藩勘定所日記」）

八戸藩での猪・鹿の捕獲数

1773 安永2年 1月17日

猪鹿で1081疋

猪鹿で281疋

猪鹿で113疋

猪鹿で262疋

猪5,768疋　鹿5,587疋


２，鉄砲数の地域格差
　八戸藩では猪・鹿を捕獲するために鉄砲が使われていたが、これは隣りの盛岡藩でも同様であった。盛岡藩家老の勤務日誌には、一六九七年（元禄十）に「猟師鉄炮」の鑑札を四七八枚発行したと記されている（『盛岡藩雑書』六）。盛岡藩の鉄砲は猪・鹿だけでなく狼や熊の捕獲にも使われていたが、いずれにせよ鉄砲という猟具が野獣を捕獲するのに多用されていた。
　しかし、弘前藩の史料をみると情況は大きく異なっている。弘前藩の猟師には熊の捕獲（そして熊皮と熊胆の上納）が義務づけられていたが、そのための猟具はもっぱら楯（タテ）が使われていた。「弘前藩庁御国日記」（弘前市立弘前図書館所蔵）を確認したところ、元禄から享保年間（一六八八～一七三六）に、鉄砲を所持する猟師はわずか五名を数えるのみである（拙論二〇〇七年）。鉄砲の所持が極めて限定されており、しかもこの鉄砲はほとんど使用されなかった。
　このように八戸藩、盛岡藩や弘前藩のように隣接しあう地域であっても、藩によって鉄砲の扱いが随分と違っていた。一口に「猟師」と言っても、その猟具は鉄砲であったり楯（タテ）であったりと、地域差が予想以上に大きかったようである。
■諸藩の猟師鉄砲の数
　そこで、東北諸藩における猟師が持つ鉄砲、すなわち猟師鉄砲の数を比較してみよう。
  はじめに会津藩の記録をみると、一六八五年（貞享二）の伊北和泉田組では各村には一、二挺の鉄砲があり、熊・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(かも),羚)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(しか),羊)・猿を「山狩」りしている、とある（「会津郡伊北和泉田組風俗帳」『只見町史、三』民俗編）。また、同年の会津藩の全域において「猟EQ \* jc3 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\al(\s\up 10(つかまつり),師仕)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(よく),能)鉄炮を打候百姓、百余人も御座候」とある（『家世実紀』四）。一六八八年（元禄元）の「鉄EQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o(\s\up 10(あらため),炮改」)（村の鉄砲の確認）では、会津藩の領内より三六一挺の鉄砲が取り上げられ、その半世紀後の一七三二年（享保十七）にも領内より三一五挺が取り上げられた（『家世実紀』六、七）。その一方で、領内にある猟師鉄砲二七七挺はそのまま保持されていた。年代によって差はあるが、会津藩では一〇〇～二七七挺の猟師鉄砲があったわけである。
　眼を北へ転じると、新庄藩では一八七〇年（明治三）の郷村高帳が残されており、最上郡と村山郡の全一〇二ヶ村の運上が記録されている。これには鉄砲の運上も記されているが、猟師鉄砲の運上金を支払っているのは僅かに五ヶ村のみである（『郷土資料叢書』十三輯）。鉄砲数は明記されていないが、その運上額から推算すると、おそらく猟師鉄砲の数は十二挺前後であったと推定される（参照、拙論二〇〇二年）。記録の年代は異なるが、会津藩と比べるとかなり少ない。
　これとは対照的に、仙台藩の猟師鉄砲は格段に多い。一六八九年（元禄二）、領内の四三五ヶ村に三，八一三挺の鉄砲があり、このうち取り上げた一七一挺などを除く三，六三九挺の猟師鉄砲が存在する、と記録されている（『岩手県史』四、近世篇一）*
。一ヶ村当り平均八．四挺の猟師鉄砲が存在したことになる。さらに、一七五六年（宝暦六）の史料には猟師鉄砲が三，八〇二挺とある（「仙台藩秘録」宮城県図書館所蔵）。また、別の史料には、仙台藩の猟師人数が三，七七四人と記録されている（年号欠「領内境日記」仙台市博物館所蔵）。これは一九世紀半ば頃（天保年間カ）の史料と推定されるが、おそらくこの猟師のすべてが猟師鉄砲を所持していたと思われる。後年に書かれた近世の歴史叙述にも「山立猟師は邦内の農民、三千六百人を限り、鉄砲を所有せしめ…」とある（『仙臺叢書、別二』一九二五［大正一四］年）。以上の記録から、一七世紀末以降の仙台藩には三，六〇〇～三，八〇〇前後の猟師鉄砲あるいは猟師が存在したといえる。
　ここで会津以北の諸藩の記録を表２にまとめてみよう。これをみると、猟師鉄砲の数には大きな格差が認められ、中でも仙台藩の数は突出していることがわかる。この格差は石高や人口などといった藩の規模の違いだけでは説明できない。おそらく猟師鉄砲に対する藩権力の考え方の違いが反映されているのであろう。それでは、仙台藩では猟師鉄砲というものをどのように捉えていたのであろうか。
■各郡の猟師人数
[image: image2.emf]　　表２　　諸藩の猟師鉄砲数と猟師人数

猟師鉄砲 猟師数 石高(万)人口(万) 村数 年号

  116人 4.6万 22.2万 664ヶ村1702年（元禄15）

5挺 1688~1736

（元禄～享保）

36人 10.0万 24.6万 1794年（寛政9）

盛岡藩 478挺   20.0万 33.9万 708ヶ村1697年(元禄10)

新庄藩 約12挺 6.8万 約5万 102ヶ村1870年(明治3)

3813挺   62.0万 82.0万 979ヶ村1689年(元禄2)

3802挺 1756年(宝暦6)

3774人 約87万 　(19世紀)

100余人 1685年（貞享2）

277挺 23.2万 16.0万 726ヶ村1732年(享保17)

弘前藩

仙台藩

会津藩

　先述の「領内境日記」（仙台市博物館所蔵）には仙台藩の各郡の猟師数が記されている。図１はその猟師数を地図に記入したものである。一目でわかるが、猟師数は郡によって二人から六八二人という桁違いの格差があった。この猟師は各人が一挺ずつの鉄砲を持っていたものと考えられる。同じ仙台藩の領内でも、郡によって猟師数や猟師鉄砲数は大きな格差があったわけである。この猟師の全てが害獣駆除者であったならば、猟師数は耕地面積と害獣数に相関するはずであろう。しかし、この格差は耕地面積と害獣数のみでは説明できない。
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３，仙台藩における鉄砲の管理
　それでは、猟師が持つ鉄砲とはどのような基準で許可されたのであろうか。
　関東では鉄砲の規制が早くから記録されており、一六六二年（寛文二）に山中筋にて猟師以外は鉄砲を所持すべからず、と発令された（『御触書寛保集成』№二五二一）。さらに、一六七六年（延宝四）に「山方」で猟師がいないと困る所では、鉄砲の所持が認められている（『同、集成』№二五二二）。
　そして、諸国に対して一六八七年（貞享四）に鉄砲改が発令された。この幕令では、各国にて村々の鉄砲を確認した上で、EQ \* jc3 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\al(\s\up 10(おどし),威鉄)砲と用心鉄砲と猟師鉄砲とに分けて、その数を報告するように指示した（『同、集成』№二五二五）。威鉄砲とは「畜類」が多く出て作毛を荒すときに、「玉込」をせずに威しのために使う鉄砲である。用心鉄砲とは場所柄が物騒な所で用心のために使うものである。これに対して、猟師鉄砲とは「狩」をして渡世を送る者に認められるものであった。そして、いずれの鉄砲も悪事に使えば、本人のみならず名主・五人組まで犯罪（「曲事」）とされ、また、他人へ貸すことも禁じられた。
　この幕令によって諸国では鉄砲改が行われたのであるが、その模様を仙台藩の記録から追ってみよう。
■鉄砲改
　幕令は一六八七年（貞享四）十二月に出されたが、その翌年には仙台藩にて鉄砲改が実施されている。まず、一六八八年（貞享五）五月に鉄砲改証文の未提出分について記録され（『続、石母田家文書』）、同年八月の藩記録には鉄砲改牒（帳）を幕府へ持参したとある（『伊達治家記録、十一』）。さらに、翌九月には村高と鉄砲数の記録を幕府の鉄砲改役（加藤兵助）へ提出している（『同記録、十二』）。このように幕令に従うかたちで仙台藩の鉄砲改が行われていった。同年十二月には猟師に提出させる文案が記録されている。それには猟師が病気のために「猟・殺生」ができなくなれば、他の者へ鉄砲を預けるか、あるいは鉄砲を取り上げることになるが、いずれの場合も報告せよ、とある（『同記録、十三』）。一六八七年（貞享四）の幕令でも、猟師鉄砲は親子・兄弟にも貸してはならないとあったが、その所有権は猟師個人が「猟・殺生」ができなくなるまでの期間であったことが示されている。
　それを具体的に示す史料がある。
　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(かった),刈田)郡EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(まが),曲)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(たけ),竹)村（現、蔵王町）の「猟師鉄炮持主」が一七〇四年（元禄十七）に鉄砲を返却している。その際に提出された文書には、老衰して猟ができなくなったために鉄砲とその道具と板判（鑑札）を大肝入へ預ける、と書かれている（「我妻家文書」東北歴史博物館所蔵）。老衰のために猟師鉄砲を返却したわけだが、それでは「猟師」とはどのような者を示すのであろうか。
　一六九〇年（元禄三）の藩記録に、鹿・猪・狼による被害があって、追い散らしても被害が止まないときは空砲（「玉ナシ鉄炮」）を放ち、それでも効果がなければ、鉄砲で打ち殺してその場に埋めよ、とある（『伊達治家記録、十四』）。この記録の冒頭に「生EQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o(\s\up 10(あわれみ),類憐ノ)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(こころざし),志」)を強調していることからもわかるが、これは綱吉による生類憐み政策の一端を示す幕令であった（『牧民金鑑、下』元禄二［一六八九］年六月令）。仙台藩も例外ではなく、害獣を打ち殺すにも段階と手続きを踏むことが求められていた。そして、文末に「右ハ猟師之外之事ニ候」と付記されていることが注目される。つまり、猟師だけは打ち殺した野獣を売買などに利用することが認められていたわけである。
　また、『伊達治家記録』の同日条（一六九〇年［元禄三］十一月十一日条）に、別紙の覚書として次のようにある。
　　今後、「山立之猟」は代官や大肝入、村肝入が吟味した鉄砲改　　の「判」が必要であり、もし「判」のない者が山へ入って殺生をしたら、誰であろうと訴え出ること（『同記録、十四』）。 
　仙台藩では、猟師を「山立」あるいは「山立猟師」と呼んでいたが、「山立」が狩猟をするには鑑札（「判」）が必要とされたことが記されている。
  ついで、一六九一年（元禄四）に山立猟師の役代が定められ、その代銭は一六九三年（元禄六）から一八五八年（安政五）まで同一（上役が「本代百文」＝「今代（寛永通宝）五百文」＝金粉二分九厘四毛）であった*
。このように、山立猟師は鑑札（「判」）を交付された上で、狩猟が許可される者として規定され、そして、役代の支払いが義務づけられていた。
■鉄砲改証文
　仙台藩の鉄砲改は藩の奉行（他藩の家老）に直属する鉄砲改役が統括し、毎年、「鉄炮御改証文」という誓約書を猟師鉄砲の持主が五人組･肝入･大肝入と連署の上で代官へ提出することとなっていた。
　仙台藩の「鉄炮改証文」として、知る限り最も古い史料は一七二六年（享保十一）のものである。その文意を解説しておこう。
　①この山立猟師の鉄砲を狩り以外の悪事に使えば、本人だけでな　　く肝入と五人組までも犯罪（「曲事」）となる。
　②この鉄砲は他人は言うまでもないが、親子や兄弟にも貸しては　　ならない。
　③雇われても、賃金を受け取って鉄砲を撃つことは厳禁する。
　④鉄砲が破損して修理したければ申し出よ。銃身の長さ、弾丸の　　大きさや照準が合うとしても、自分で勝手に部品を付け替えて　　はならない。
　⑤住所の村外で狩りをする場合は、その度に申し出て指示を受け　　よ。猟師がいない地域へ行き、勝手に狩りをすることは厳禁す　　る。
　⑥死去あるいは老齢や病気で狩りが出来なくなれば、鉄砲とその　　道具と板判（鑑札）を大肝入へ返して、手続きに従って代わり　　の者へ鉄砲を渡すこと。
　⑦自分の都合で他村へ転居する場合は、鉄砲とその道具と板判（鑑　　札）を大肝入へ返却せよ。
　⑧所持している鉄砲に何か問題があれば、すぐに報告せよ。
　⑨もしも、以上の規則に違反したという証人がいれば、誰であろ　　うと犯罪として処罰する。
　　以上を五人組、肝入、大肝入の連名で署名する。
　　鉄砲持主、百姓の源七郎
（柴田郡川崎町「佐藤家文書」東北歴史博物館所蔵）
  幕令と同様の項目が含まれており、加藤兵助（幕府の鉄砲改役）に打診した上で書かれたことが窺われる。その一方で③④⑤⑦⑧は仙台藩ならではの使用規則といえる。なかでも、賃金を受け取っての狩猟（③）や自分の村以外での狩猟を禁じている（⑤）のは、盛岡藩や弘前藩の狩猟規則とは異なっている事項である。これなどは仙台藩の独自性がよく表れている。
　さて、この文書は仙台藩の鉄砲改証文の定型であったらしく、これと全く同一の証文を次のようにあげることができる。
　・一七七三年（安永二）　刈田郡曲竹村
　・一七九九年（寛政十一）黒川郡成田村
　・一八〇八年（文化五）　玉造郡鳴子村
　・一八一一年（文化八）　宮城郡根白石村
　・一八四〇年（天保十一）名取郡南方相野釜浜
　・一八五〇年（嘉永三）　刈田郡関村   *

　一七二六年（享保十一）の鉄砲改証文の形式は、幕末まで広く仙台藩で使用されていたわけである。
■鉄砲改の内実
　重要であるのは、この証文がどれほどの効力を持っていたかである。証文では、鉄砲を他人や親子・兄弟に貸すことが厳しく禁じられていた。それでは、これに違反すればどのように処罰されたのだろうか。
　①一七二三年（享保八）、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(とめ),登米)郡EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(さぬま),佐沼)

EQ \* jc3 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\al(\s\up 10(みなみかた),南方村)の百姓が病気になり、　　子（奉公人）に鉄砲を預けた。その子に鳥を撃たせたが、この鉄砲が無届けであったことが発覚した。このため、百姓には数日の禁固が命じられ、親類と五人組もEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(とじめ),戸締)（「戸結」、家の門を釘　　付けにして謹慎させる刑罰）を命じられた。
（「刑罰記、巻六」宮城県立図書館所蔵）
　②一七五二年（宝暦二）、栗原EQ \* jc4 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ar(\s\up 10(さんはざま),郡三迫)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(こどまり),小泊)村の山立猟師の息子が父　　の鉄砲を持ち出して、領主の猟場である「御役野場」で鳥を撃った。これが発覚して、息子は禁固となり、父の山立猟師は戸締となった。あわせて、取り締まる側の役人（「判頭」）が度々見逃していたことも問題とされた。
（「同、巻七」同所蔵）
　ともに禁固刑と戸締のみであり、追放刑などの重罰が科されたわけではない。しかも、役野場での密猟も見逃されがちであったようである。となれば、一般の猟場についての監視は、これよりも一層ゆるかったと予想される。
　他にも、鉄砲の扱いについて、次のような興味深い記録がある。  　自分は数年、猟師として鉄砲を所持してきた。その鉄砲を提出せよと指示されたが、昨冬に質入れしてしまったので手元には  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない。鉄砲は御上から拝借したものだが、何とか取り計らって欲しい。これが発覚すれば、あなた様のご身分のためにもならないので、内々に処理して下さい。この文書も他見無用です。（年号欠『松島町史、資料編Ⅱ』）
　これは鉄砲持主の猟師が肝入へ差し出した文書であるが、威しにも近い大胆な嘆願である。この記録などは鉄砲改の内実を示唆するものであろう。鉄砲の現物を確認しようとしてもこの有様である。ましてや、ふだん本人が正しく使っているのかを逐一確認していたとは想像できない。
　この他にも、同一の鉄砲改証文を数年に渡って重ね書きしたものが数多く見受けられる。たとえば、刈田郡関村の利喜治という山立猟師の証文は、同一の文書に一八四五年（弘化二）・一八五五年（安政三）・一八六一年（文久元）の年号と連署人名が書き改められている（七ヶ宿町「渡辺家文書」宮城県立図書館所蔵）。
　これなどは、証文の提出が形式的な手続きに過ぎなかったことがよく表れている。平野裕久氏も小田原藩の鉄砲改について、藩では帳面に毎年押捺される鉄砲印判を確認する程度であり、「実際にはかなり杜撰に行われていた」と分析している（『地方史研究』二一〇）。これと同様のことを仙台藩でも指摘できるのである。
４，仙台藩の猟師
■ヤマダチの用例
　仙台藩の猟師の特徴として、猟師がとくに「山立猟師」と称されていたことが挙げられる。ここでは、その語義を検討しておこう。
　そもそも、ヤマダチ（山立）とは、どのような意味の語であったのか。「徒然草」には「我こそ山だちよと言ひて、走りかかりつつ斬り廻りける（八七）」とある。ここでは「山だち」という語が山賊の意味で使われており、この他に「平家物語」・「平治物語」・「古今著聞集」などでも、いずれも山賊・盗賊の意味で使われている。このように、中世において、ヤマダチとは山賊を意味する言葉であった。
　これと同様の使用例が「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(じんかい),塵芥)集」にもある。「塵芥集」とは奥州の戦国大名、伊達EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(たねむね),稙宗)が一五三六年（天文五）に制定した分国法である。この「塵芥集」には「山たち、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ひつはぎ),引剥)など（中略）EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(あくたう),悪党)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(おちつき),落着)のかた、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(せいばい),成敗)あるべきなり（五三条）」とあり、また「山たち（中略）人の財宝を奪ひとる事（六四条）」という記述がみられる。「塵芥集」でも「山たち」を悪党や山賊の意として使っているわけである。
　さらに、次の六五条には「山立」と「狩人」の違いが記されている。
　　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ぬす),盗)人が「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(かり),狩)人となずらへ」（狩人を装い）、山中を行き来する　　人から財宝を強奪する例が多い。そこで、今後、狩人は路地から三里以上離れて狩りをせよ。三里以内で狩りをすれば、盗人として処罰する。ただし、狩人が「しゝ（鹿）」を追って来た場合は是非を問わない。また、山人がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(たきぎ),薪木)を求めて深山へ分け入ったときに、「山EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(たち),立)」が狩人を装って「山人を取」っている（山の人の持ち物を強奪する、あるいは人を誘拐する）。もし、その山人が逃げ延びて証言すれば、その盗人がたとえ「真の狩人」であっても盗賊として処罰する。（「塵芥集」六五条）
  山立（盗人・盗賊）が狩人を装って盗みを働いていた。そこで、路地から三里以内を禁猟区として設定して、山立と狩人とを区別しようとしたわけである。同時に「真の狩人」が「山人を取」ることも警戒している。山立と狩人の行動域が重なることが問題視されているわけである。
　ところで、東北地方の各地には「山立根元(之)巻」という猟師（マタギ）の秘伝の巻物が残されている。この秘伝書には猟師の縁起と作法が書かれてあり、猟師の間ではこの巻物が、自分の家柄を権威付ける上で重要視されてきた。ここでは、「山立」を自分たちの由緒を主張するときに、マタギの旧称として使っており、山賊のような無法者を意味する言葉とは異なる（参照「山立と山臥」『柳田国男集、三一』）。近年までも、秋田の阿仁マタギは山をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ちしつ),知悉)する熟達者を「ヤマダチ様」と呼ぶことがあったようである（田口『マタギ、森と狩人の記録』）。
■山立猟師
  それでは、近世の仙台藩ではヤマダチという語がどのような意味に使われてきたのか。
　一六八四年（天和四）に、藩主が白石山にて鹿猟を行うに当り、その準備のために白石の「山達」を仙台へ呼んでいる（「片倉代々記」『白石市史４史料、上』）。ここでは、「山達」が白石の山地を熟知する者と解される。
　さらに、一七一八年（享保三）に藩主の吉村が蔵王山麓の青根で「山猟」をした際に、「山達」の働きに対して三人へ二百疋（二貫文）ずつの褒美を与えている（「右同」『右同』）。これらの「山達」は山猟の熟達者をして捉えられている。
　また、「山立猟師」は山中だけでなく、里でも獣類を自由に「討」って良いものとされていた（一七三三年［享保十八］「右同」『右同』）。そして、いずれも「山立（山達）」は盗賊などの無法者を意味する語としては使われていない。
　さらに百年以上を経たものだが、一八五一年（嘉永四）、刈田郡関村（現、七ヶ宿町）では鳥獣からの被害を訴える史料がある。それには、最近、猪鹿や「悪鳥」が増えて苗代などを喰い踏み散らしているが、当村には「山立猟師」が一人しかいない。このために、鳥獣の害を防ぎ切れず、百姓が「迷惑」している。そこで、百姓の平三郎が、「防鉄炮弐挺御免」を肝入に願い出ている（七ヶ宿町「渡辺家文書」宮城県立図書館所蔵）。この史料では、山立猟師が害獣駆除者として捉えられている。
　これに対して、一八六二年（文久二）の記録には、村々の「山立猟師」たちがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(てん),貂)・兎・狸・狐・EQ \* jc0 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o(\s\up 10(かわうそ),・獺の)毛皮の売買価格を示している（『七ヶ宿町史生活編』）。山立猟師が価格の交渉した相手は刈田郡EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(なめつ),滑津)町の肝入であったが、この刈田郡滑津町は右記の刈田郡関村に隣接している。鳥獣の被害に悩む村と小動物の毛皮を売買していた町とが、ほぼ同時代に隣接していたわけである。しかも、この価格記録にあげられた動物種の中で、貂や狐などの肉食獣は農作物を荒らす害獣とは異なる。むしろ、農作物を荒らす兎や猪の仔を食する益獣ともいえる。それが狩猟対象になっていたということは、山立猟師が単なる害獣駆除者ではなく、猟業者であったことを示すものといえる。換言すれば、山立猟師とは農業と猟業の双方に益する役割を有していたわけである。
　この「山立猟師」の語が多く記録されているのは、地方に残る鉄砲改証文などである。その用法をみると、証文のはじめには「山立猟師」と表記されるが、後半には単に「猟師」あるいは「鉄炮持主」と表記されることが一般的である。これは先述の早期の鉄砲改証文（享保十一「佐藤家文書」）でも同様である。他にも、伊具郡に残る記録には、「山立猟師」の表記が二回、「猟師」が四回記されている（年号欠「御留野場并猟師御掟」『丸森町史』）。
　これらの記録では「山立猟師」と「猟師」の語義に違いがあったとは認められず、「山立」は猟師の形容句として使用されているに過ぎない。この他の記録をみても、仙台藩では「猟師」と「山立猟師」と「鉄炮持主」とが同一人物を示すことが多かったようである。
　中世には山賊を意味していた「山立」の語義が、ここではまったく認められない。さらに、組頭や肝入にも「山立猟師」の表記は使われており（次節）、「山立（山達）」の語がとりわけ忌避されていたわけでもない。おそらく、江戸時代には、山賊としての「山立」が過去のものとなっており、「山立」が死語になりつつあったために、こうした用法が可能となったのであろう。
■猟師の持高
　仙台藩の猟師（山立猟師）は山猟の熟達者や害獣駆除者や毛皮獣の捕獲者であったりと、多様な側面を有していた。それでは、この猟師（山立猟師）は村内ではどのような存在であったのだろうか。
　仙台藩領内の「宗門人別改帳」や「村高人数改帳」をみると、その中には「鉄砲持主」を注記しているものがある。この鉄砲持主の持高を拾いあげることによって、どのような階層の者が鉄砲を所持していたのかを見ることができる。
  これまでに、持高を確認できた領内の鉄砲持主は一四二人である。この個々の持高を示したものを図３として文末に掲げる。ここでは、同一村（同一年）のデータが縦に並んで示されている。データは一七〇六年（宝永三）から一八六四年（文久四）の六郡一三ヶ村、計二一の記録に基づいている。これを見ると、猟師の持高は多様であり、分散していることがわかる。さらに鉄砲持主一四二人のデータを集約したものが図２である*
。
　このデータの分析結果をまとめると、
　①鉄砲持主の持高（新田、畑を含む）の平均は二貫二一一文である。　　この内七九％（一一二名）は持高が一貫文（米一〇石、反別六反　　歩に相当）以上であり、これに対して、百文未満の持主は二名に過ぎない*
。
　②鉄砲持主の中には組頭三六人と肝入三人が含まれている。
　③これらの持主全体の持高と各村の平均（図３の△。データを拾っ　　た各村の人頭[戸主]の持高平均）を比べてみたところ、鉄砲持主　　の過半（八四名＝五九％）が各村の平均以上であった。
　④鉄砲持主は「山立猟師鉄炮持主」（二二名）と明記されている　　者と、「鉄炮持主」（一一五名）とだけ表記されている者に分けられる。この両者を比較すると、山立猟師鉄砲持主が平均二貫四〇〇文であり、ただの鉄砲持主の平均は一貫七八八文であった。山立猟師と明記された者の方が持高の平均がやや高い。
　このように、仙台藩の鉄砲持主は平均二貫二〇〇文（米二二石、反別一町三反歩）以上の田畑を所持する百姓であり、多くが村の平均以上の持高を有していた。“鉄砲持主は村の中で低い階層の者に多かった”と想定することは誤りと言えよう。
  同様のことは弘前藩の猟師についても言える。弘前藩の猟師四七
人の持高を調べたところ、その平均は一八石余り（反別二町二反余り）であり、五石未満の者は三名のみであった（拙論二〇〇七年）。「猟師」として公認される者は標準以上の持高を所有する百姓であったのである。
[image: image4.emf]　　表２　　諸藩の猟師鉄砲数と猟師人数

猟師鉄砲 猟師数 石高(万)人口(万) 村数 年号

  116人 4.6万 22.2万 664ヶ村1702年（元禄15）

5挺 1688~1736

（元禄～享保）

36人 10.0万 24.6万 1794年（寛政9）

盛岡藩 478挺   20.0万 33.9万 708ヶ村1697年(元禄10)

新庄藩 約12挺 6.8万 約5万 102ヶ村1870年(明治3)

3813挺   62.0万 82.0万 979ヶ村1689年(元禄2)

3802挺 1756年(宝暦6)

3774人 約87万 　(19世紀)

100余人 1685年（貞享2）

277挺 23.2万 16.0万 726ヶ村1732年(享保17)

弘前藩

仙台藩

会津藩

  
　ただし、仙台藩や弘前藩の事象が、すべて全国に当てはまるわけでもないようである。塚本学氏や平野裕久氏は、元禄年間に駿河の印野村で、無高の者二名が村筒（猟師鉄砲）を所持していたと指摘している。また、千葉徳爾氏は、信州伊那谷にて一七六〇年（宝暦十）から一八五七年（安政四）の間に村入用（村の経費）として猪の防除費を猟師に支払っていたことを考証している（千葉『狩猟伝承研究』）。同様に向山雅重氏は、信州飯島村では一七七四年（安永三）から一八〇四（文化元）の間に猟師を雇って猪鹿を捕獲させていたことを報告している（向山『日本歴史民俗論集七』）。これらの猟師は田畑を所持していない専業的な狩猟者であった可能性が高いであろう。
　ところが、仙台藩の猟師は雇われて賃金を受け取り、鉄砲を撃つことは厳禁されていた。仙台藩の狩猟規則では、専業的な猟師を想定していないばかりか、その存在を認めてもいなかったわけである。このように「猟師」や「鉄砲所持者」と言っても多様であり、地域によって様相は大きく異なっていたと言えよう。
■まとめ
　仙台藩では元禄年間から生類憐み政策に連動する形で、鉄砲の規制が記録される。当初は農害獣を足軽が駆除することもあったが、後にその主体は山立猟師へと移っていった。仙台藩には三，八〇〇挺ほどの猟師鉄砲が存在し、この数量は北日本諸藩の中で抜きん出ている。大藩とは言え、この格差は藩の規模では説明できない。おそらく、藩権力の考え方が反映しているのであろう。
　しかし、その鉄砲の管理が行き届いていたとは言い難い。猟師は鉄砲改証文を提出して、鉄砲の使用規則を遵守することを誓約していた。だが、その違反者が厳しく処罰されることは稀であり、鉄砲改を形式的に行っていたに過ぎなかったと言える。
　仙台藩の猟師は「山立猟師」と呼ばれていたが、それは蔑称などではなかった。山立猟師には村内の組頭や肝入も含まれており、その持高も標準以上の百姓が多かった。猟師と言っても猟業を専業的に行っていた者は非常に少なかったと推察される。
　当論では仙台藩の猟師の独自性を考察した。さらに、北の盛岡藩や弘前藩の猟師（マタギ）の有り様を考察すれば、諸藩の狩猟規則の違いを炙り出せるであろう。この点もいずれ報告したい。
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 図１　仙台藩（２１郡）の猟師数
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*�この典拠とされるのが、藤原喜治「武備盛衰記抜粋（岩手県立図書館、写所蔵）」である。しかし、原典を確認したところ、このような記載は認められなかった。おそらく、典拠の記載ミスであろうが、この記録の典拠（原史料）は確認できない。


*�参照『仙臺叢書別集二』、『残間家文書』、『江刺市史五資料篇近世Ⅳ』、『千厩町史三近世２』、『鳴子町史上』、『田尻町史史料編』、『宮城懸史三一資料篇八』


*�参照『蔵王町史資料編Ⅱ』、『御山守残間家文書』、『鳴子町史上』、『仙台市史資料編４近世３』、「渡辺家文書」（宮城県立図書館所蔵）、『岩沼市史』、『宮城懸史二〇民俗Ⅱ』、『七宿町史資料編』
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西暦 和暦 記録日条 猪 鹿

1747 延享4年 5月10日 40疋

200疋

246疋

1750 寛延3年 1月26日 32疋

1750 寛延3年 1月28日 33疋

1751 宝暦1年 3月4日 2923疋

1752 宝暦2年 1月24日 117疋

1752 宝暦5年 2月15日 240疋

922疋

33疋

216疋

1768 明和5年 2月12日 512疋 123疋

1773 安永2年 1月29日 3疋 420疋

1773 安永2年 2月1日 148疋 1500疋

1780 安永9年 3月3日 　 1831疋

1780 安永9年 7月12日

1798 寛政10年 2月2日 103疋 1713疋

いずれか1,767疋　計13,122疋

計

1749 寛延2年 12月5日

1764 明和1年 1月24日

猪鹿で30疋

（出典「八戸藩日記」・「八戸藩勘定所日記」）

八戸藩での猪・鹿の捕獲数

1773 安永2年 1月17日

猪鹿で1081疋

猪鹿で281疋

猪鹿で113疋

猪鹿で262疋

猪5,768疋　鹿5,587疋
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表１

		表１ ヒョウ		八戸藩での猪・鹿の駆除数 ハチノヘハンイノシシシカクジョスウ

		西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		記録日条 キロクニチジョウ		猪 イノシシ		鹿 シカ

		1747		延享4年		39,943		40疋 ヒキ

		1749		寛延2年		40,152		200疋 ヒキ

								246疋 ヒキ

		1750		寛延3年		39,839		32疋 ヒキ

		1750		寛延3年		39,841		33疋 ヒキ

		1751		宝暦1年		39,876		2923疋 ヒキ

		1752		宝暦2年		39,837		117疋 ヒキ

		1752		宝暦5年		39,859		240疋 ヒキ

		1764		明和1年		39,837		922疋 ヒキ

								33疋 ヒキ

								216疋 ヒキ

		1768		明和5年		39,856		512疋 ヒキ		123疋

		1773		安永2年		39,830		猪鹿で1081疋 イノシカヒキ

								猪鹿で281疋 イノシカヒキ

								猪鹿で113疋 イノシカヒキ

								猪鹿で262疋 イノシカヒキ

		1773		安永2年		39,842		3疋 ヒキ		420疋

		1773		安永2年		39,845		148疋 ヒキ		1500疋

		1780		安永9年		39,875		　		1831疋

		1780		安永9年		40,006		猪鹿で30疋 イノシカヒキ

		1798		寛政10年		39,846		103疋 ヒキ		1713疋

		計 ケイ		猪5,768疋　鹿5,587疋 イノシシヒキシカヒキ

				いずれか1,767疋　計13,122疋 ケイヒキ

		（出典「八戸藩日記」・「八戸藩勘定所日記」） シュッテンハチノヘハンニッキハチノヘハンカンジョウジョニッキ





Sheet2

		　　表２　　諸藩の猟師鉄砲数と猟師人数 ヒョウショハンリョウシテッポウスウリョウシニンズウ

				猟師鉄砲		猟師数		石高(万)		人口(万)		村数		年号

		弘前藩				116人		4.6万		22.2万		664ヶ村		1702年（元禄15）

				5挺 チョウ										1688~1736（元禄～享保） ゲンロクキョウホウ

						36人		10.0万		24.6万				1794年（寛政9）

		盛岡藩		478挺				20.0万		33.9万		708ヶ村		1697年(元禄10)

		新庄藩		約12挺				6.8万		約5万		102ヶ村		1870年(明治3)

		仙台藩		3813挺				62.0万		82.0万		979ヶ村		1689年(元禄2)

				3802挺										1756年(宝暦6)

						3774人				約87万				　(19世紀) セイキ

		会津藩				100余人 ニン								1685年（貞享2）

				277挺				23.2万		16.0万		726ヶ村		1732年(享保17)
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表１

		表１ ヒョウ		八戸藩での猪・鹿の駆除数 ハチノヘハンイノシシシカクジョスウ

		西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		記録日条 キロクニチジョウ		猪 イノシシ		鹿 シカ

		1747		延享4年		39,943		40疋 ヒキ

		1749		寛延2年		40,152		200疋 ヒキ

								246疋 ヒキ

		1750		寛延3年		39,839		32疋 ヒキ

		1750		寛延3年		39,841		33疋 ヒキ

		1751		宝暦1年		39,876		2923疋 ヒキ

		1752		宝暦2年		39,837		117疋 ヒキ

		1752		宝暦5年		39,859		240疋 ヒキ

		1764		明和1年		39,837		922疋 ヒキ

								33疋 ヒキ

								216疋 ヒキ

		1768		明和5年		39,856		512疋 ヒキ		123疋

		1773		安永2年		39,830		猪鹿で1081疋 イノシカヒキ

								猪鹿で281疋 イノシカヒキ

								猪鹿で113疋 イノシカヒキ

								猪鹿で262疋 イノシカヒキ

		1773		安永2年		39,842		3疋 ヒキ		420疋

		1773		安永2年		39,845		148疋 ヒキ		1500疋

		1780		安永9年		39,875		　		1831疋

		1780		安永9年		40,006		猪鹿で30疋 イノシカヒキ

		1798		寛政10年		39,846		103疋 ヒキ		1713疋

		計 ケイ		猪5,768疋　鹿5,587疋 イノシシヒキシカヒキ

				いずれか1,767疋　計13,122疋 ケイヒキ

		（出典「八戸藩日記」・「八戸藩勘定所日記」） シュッテンハチノヘハンニッキハチノヘハンカンジョウジョニッキ
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		　　表２　　諸藩の猟師鉄砲数と猟師人数 ヒョウショハンリョウシテッポウスウリョウシニンズウ

				猟師鉄砲		猟師数		石高(万)		人口(万)		村数		年号

		弘前藩				116人		4.6万		22.2万		664ヶ村		1702年（元禄15）

				5挺 チョウ										1688~1736（元禄～享保） ゲンロクキョウホウ

						36人		10.0万		24.6万				1794年（寛政9）

		盛岡藩		478挺				20.0万		33.9万		708ヶ村		1697年(元禄10)

		新庄藩		約12挺				6.8万		約5万		102ヶ村		1870年(明治3)

		仙台藩		3813挺				62.0万		82.0万		979ヶ村		1689年(元禄2)

				3802挺										1756年(宝暦6)

						3774人				約87万				　(19世紀) セイキ

		会津藩				100余人 ニン								1685年（貞享2）

				277挺				23.2万		16.0万		726ヶ村		1732年(享保17)
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図２ 【鉄砲持主の持高の分布】
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【鉄砲持主の持高の構成】
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【鉄砲持主の持高の構成】
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表１

		表１ ヒョウ		八戸藩での猪・鹿の捕獲数 ハチノヘハンイノシシシカホカクスウ

		西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		記録日条 キロクニチジョウ		猪 イノシシ		鹿 シカ

		1747		延享4年		39,943		40疋 ヒキ

		1749		寛延2年		40,152		200疋 ヒキ

								246疋 ヒキ

		1750		寛延3年		39,839		32疋 ヒキ

		1750		寛延3年		39,841		33疋 ヒキ

		1751		宝暦1年		39,876		2923疋 ヒキ

		1752		宝暦2年		39,837		117疋 ヒキ

		1752		宝暦5年		39,859		240疋 ヒキ

		1764		明和1年		39,837		922疋 ヒキ

								33疋 ヒキ

								216疋 ヒキ

		1768		明和5年		39,856		512疋 ヒキ		123疋

		1773		安永2年		39,830		猪鹿で1081疋 イノシカヒキ

								猪鹿で281疋 イノシカヒキ

								猪鹿で113疋 イノシカヒキ

								猪鹿で262疋 イノシカヒキ

		1773		安永2年		39,842		3疋 ヒキ		420疋

		1773		安永2年		39,845		148疋 ヒキ		1500疋

		1780		安永9年		39,875		　		1831疋

		1780		安永9年		40,006		猪鹿で30疋 イノシカヒキ

		1798		寛政10年		39,846		103疋 ヒキ		1713疋

		計 ケイ		猪5,768疋　鹿5,587疋 イノシシヒキシカヒキ

				いずれか1,767疋　計13,122疋 ケイヒキ

		（出典「八戸藩日記」・「八戸藩勘定所日記」） シュッテンハチノヘハンニッキハチノヘハンカンジョウジョニッキ





表２

		　　表２　　諸藩の猟師鉄砲数と猟師人数 ヒョウショハンリョウシテッポウスウリョウシニンズウ

				猟師鉄砲		猟師数		石高(万)		人口(万)		村数		年号

		弘前藩				116人		4.6万		22.2万		664ヶ村		1702年（元禄15）

				5挺 チョウ										1688~1736（元禄～享保） ゲンロクキョウホウ

						36人		10.0万		24.6万				1794年（寛政9）

		盛岡藩		478挺				20.0万		33.9万		708ヶ村		1697年(元禄10)

		新庄藩		約12挺				6.8万		約5万		102ヶ村		1870年(明治3)

		仙台藩		3813挺				62.0万		82.0万		979ヶ村		1689年(元禄2)

				3802挺										1756年(宝暦6)

						3774人				約87万				　(19世紀) セイキ

		会津藩				100余人 ニン								1685年（貞享2）

				277挺				23.2万		16.0万		726ヶ村		1732年(享保17)
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